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注 届出を行った指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区別
に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報
処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 特定事業所加算（Ⅰ） ５１９単位
ロ 特定事業所加算（Ⅱ） ４２１単位
ハ 特定事業所加算（Ⅲ） ３２３単位
ニ 特定事業所加算（Ａ） １１４単位



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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（１）イ（２）、（３）、（４）及び（６）から（１３）までの基準
に適合すること。

イ（２） 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門
員を３名以上配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅
介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所
の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事
業所（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予
防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「指定介護予防支援等基



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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（続き）
準」という。）第３条第１項に規定する指定介護予防支援事業所
（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の当該指
定に係る事業所に限る。）をいう。以下同じ。）の職務と兼務をし
ても差し支えないものとする。



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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イ（３） 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事
項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

👈会議は次の要件を満たすものでなければならない。
（ア）議題には少なくとも次の内容を含めること。
a）現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
b）過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
c）地域における事業者や活用できる社会資源の状況
d）保健医療及び福祉に関する諸制度
e）ケアマネジメントに関する技術



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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（続き）
会議は次の要件を満たすものでなければならない。

（ア）議題には少なくとも次の内容を含めること。
f）利用者から苦情があった場合は、その内及びその改善方針
g）その他必要な事項

（イ）議事については記録を作成し、２年間保存すること。

（ウ）「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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イ（４） ２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等
の相談に対応する体制を確保していること。



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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イ（６） 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対
し、計画的に研修を実施していること。

👈研修について
a）介護支援専門員の資質向上のための研修体系と研修実施のため
の勤務体制の確保を定める。

b）個別具体的な研修の目標、研修内容、実施期間、時期等につい
ての計画は、次年度が始まる前までに定める。



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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（続き）
c）管理者は、研修目標の達成状況について適宜確認し、必要に応
じて改善措置を講じる。

d）年度途中で加算取得の届出をする場合は、当該届出を行うまで
に計画を策定すればよい。



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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イ（７） 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された
場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支
援を提供していること。



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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イ（８） 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、
生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知
識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。

👈「家族に対する介護等を日常的に行っている児童」とは、いわゆる
ヤングケアラーのことを指している。
対象となる事例検討会・研修等はこれらのほか、仕事と介護の両立
支援制度や生活保護制度等も考えられる。利用者に対するケアマネ
ジメントを行う上で必要な知識・技術を修得するためのものであれ
ば差し支えない。



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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イ（９） 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けて
いないこと。

イ（１０） 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提
供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門
員１人当たり４５名未満であること。ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）
を算定している場合は５０名未満であること。



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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イ（１１） 法第６９条の２第１項に規定する介護支援専門員実務研
修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に
協力又は協力体制を確保していること。

👈協力又は協力体制について
a）現に研修における実習等の受入が行われている場合に限らず、
受入可能な体制が整っている。
b）研修の実施主体との間で実習等の受入に同意していることを書
面で提示できるようにする。



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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イ（１２） 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事
例検討会、研修会等を実施していること。

👈事例検討会、研修会等について
a）同一法人内に留まらず、他の法人が運営する事業所の職員も参
画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施する。
b）事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等に
ついては、毎年度少なくとも年度内に次年度の計画を定める。
c）年度の途中で加算取得の届出をする場合は、当該届出を行うま
でに当該計画を策定する。



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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イ（１３） 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日
常生活全般を支援するサービス（介護給付等対象サービス（法第
２４条第２項に規定する介護給付等対象サービスをいう。）以外の
保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的
な活動によるサービス等をいう。）が包括的に提供されるような居
宅サービス計画を作成していること。



ロ 特定事業所加算（Ⅱ）について
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（２） 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専
門員を配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支
援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の
職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務を
しても差し支えないものとする。



提出書類について
① 介護給付費算定に係る体制等に関す
る届出書（別紙3-2）

② 介護給付費算定に係る体制等状況一
覧表（別紙1-1）
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《URL》 https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020100200276/

（別紙１－１）

□ １　１級地 □ ６　２級地 □ ７　３級地 □ ２　４級地

□ ３　５級地 □ ４　６級地 □ ９　７級地 □ ５　その他

□ １　定期巡回の指定を受けていない □ １　なし □ １　なし

□ ２　定期巡回の指定を受けている □ ２　あり □ ２　あり

□ ３　定期巡回の整備計画がある

高齢者虐待防止措置実施の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

業務継続計画策定の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

特定事業所加算（Ⅴ以外） □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ □ ４ 加算Ⅲ □ ５ 加算Ⅳ

特定事業所加算Ⅴ □ １ なし □ ２ あり

□ １　身体介護

□ 11 訪問介護 □ ２　生活援助

□ ３　通院等乗降介助

特別地域加算 □ １ なし □ ２ あり

口腔連携強化加算 □ １ なし □ ２ あり

認知症専門ケア加算 □ １ なし □ ２ 加算Ⅰ □ ３ 加算Ⅱ

介護職員等処遇改善加算 □ １ なし □ ７ 加算Ⅰ □ ８ 加算Ⅱ □ ９ 加算Ⅲ □ Ａ 加算Ⅳ

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

□ １　非該当 □ ２　該当

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

□ １　非該当 □ ２　該当

同一建物減算（同一敷地内建物等に居
住する者への提供割合90％以上）

□ １　非該当 □ ２　該当

同一建物減算（同一敷地内建物等に居
住する者への提供（利用者50人以
上））

□ １　非該当 □ ２　該当

共生型サービスの提供
（重度訪問介護事業所）

□ １ なし □ ２ あり

同一建物減算（同一敷地内建物等に居
住する者への提供）

□ １　非該当 □ ２　該当

定期巡回・随時対応サービスに関する
状況

共生型サービスの提供
（居宅介護事業所）

□ １ なし □ ２ あり

各サービス共通 地域区分

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援）

事 業 所 番 号

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 LIFEへの登録 割 引



提出書類について
③ 特定事業所加算に係る届出書（別紙
36又は別紙36-2）

④ 加算開始月の従業者の勤務体制及び
勤務形態一覧表

※職種の欄には『主任介護支援専門員』、
『介護支援専門員』を区別して記載すること
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《URL》 https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020100200276/

【提出期限】
毎月１５日までに届出受理
⇒翌月から算定開始
毎月１６日以降に届出受理
⇒翌々月から算定開始


